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第51期

定時株主総会
招集ご通知

2022年11月9日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前9時30分）

名古屋市中区丸の内二丁目4番2号
名古屋銀行協会 5階大ホール

場 所

日 時

◦�株主総会開催時点での新型コロナウイルス感染状況や�
ご自身の体調をご確認のうえ、マスクの着用等感染予防
にご配慮いただき、ご来場くださいますようにお願い申し
あげます。

◦�ご来場の株主様へのお土産の配布は取り止めさせていた
だいております。何卒ご理解くださいますようにお願い
申しあげます。
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証券コード3035
2022年10月20日

株 主 各 位
名古屋市東区泉二丁目3番 3号

代 表 取 締 役 社 長 青 山 英 生

第51期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第51期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネットにより議決権を行使することができま

すので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、2022年11月8日(火曜日）午後
5時45分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2022年11月9日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 名古屋市中区丸の内二丁目4番2号

名古屋銀行協会 5階大ホール
3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1.第51期（2021年8月21日から2022年8月20日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類
監査結果報告の件

2.第51期（2021年8月21日から2022年8月20日まで）計算書類の内容
報告の件
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決 議 事 項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する役員賞与支給の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し
あげます。
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、下記①、②、③及び④の書類につきましては、法令及び当社
定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.ktk.gr.jp/）に掲載し
ておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
① 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
② 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
③ 連結株主資本等変動計算書及び株主資本等変動計算書
④ 連結注記表及び個別注記表
◎本招集ご通知の添付書類は、監査等委員会又は会計監査人が監査報告を作成するに際して監査をした事業報
告、計算書類及び連結計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト（https://www.ktk.gr.jp/）において、修正事項を掲載させていただきます。
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◎株主懇談会開催のお知らせ
本総会終了後、同会場にて株主懇談会を開催いたします。なお、今後の状況により、変更が生じる場合は、

インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.ktk.gr.jp/）にてご案内いたします。

◎新型コロナウイルス感染防止への対応について
＜株主様へのお願い＞
・感染による影響が大きいとされるご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方は、株主総会当日の
ご来場の見合わせ、書面又はインターネットによる議決権行使を推奨申しあげます。
・ご来場の株主様におかれましては、ご自身の体調をご確認のうえ、マスクの着用等感染予防にご配慮いた
だきますようお願い申しあげます。
・会場受付にて非接触型体温計による検温をさせていただきます。37.5度以上の発熱が確認された場合は、
ご入場の制限等をさせていただきますので、予めご了承ください。
・会場の座席は、株主様同士の間隔を広く取るため数に限りがございます。万が一満席となった場合は、ご
入場をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。

＜当社の対応について＞
・株主総会に出席する役員及び運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。

今後の状況の変化により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブ
サイト(https://www.ktk.gr.jp/）において、お知らせいたします。
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当日ご出席される場合

株主総会開催日時

2022年11月9日（水曜日）
午前10時

（受付開始 午前9時30分）

同封の議決権行使書用紙をご持参	
いただき、会場受付にご提出ください。
開会直前には会場受付が大変混雑	
いたしますので、お早めのご来場を	
お願い申しあげます。

議決権行使 についてのご案内
6頁以降の株主総会参考書類をご検討いただき、
以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

● 株主総会へご出席 ●

事前にご行使いただく場合

（1）	 書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」を含む。）によるもの	
を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

（2）	 インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせて	
いただきます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

ご不明な点につきましては、
以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
議決権行使に関する	
パソコン等の操作方法について 	0120-652-031（9:00～21:00）
その他のご照会 	0120-782-031（平日9:00～17:00）

2022年11月8日（火曜日）
午後5時45分到着分まで

2022年11月8日（火曜日）
午後5時45分行使分まで

行使期限 行使期限
● 書面によるご行使 ● ● 「スマート行使」によるご行使 ●

同封の議決権行使書用紙に議案に	
対する賛否をご表示いただき、行使	
期限までに当社株主名簿管理人に	
到着するようご返送ください。

議決権行使書

● パソコン等によるご行使 ●

2022年11月8日（火曜日）
午後5時45分行使分まで

行使期限

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙
に記載の議決権行使コード及びパスワード
をご利用のうえ、画面の案内に従って	
議案に対する賛否をご登録ください。

https://www.web54.net

詳細につきましては次頁をご覧ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。

議決権行使ウェブサイト

同封の議決権行使書用紙の右下	
「スマートフォン用議決権行使ウェブ	
サイトログインQRコード」をスマートフォ
ンかタブレット端末で読み取ります。
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議決権行使書

③

④

● 「スマート行使」によるご行使 ● ● パソコン等によるご行使 ●

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン
用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を
スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の
賛否をご入力ください。

確認画面で
問題なければ	

「この内容で
行 使 す る 」 
ボタンを押し
て行使完了！

※	議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
※	インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

① 議決権行使ウェブサイトへアクセスする①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

②議決権行使ウェブサイトを開く

③各議案について
　個別に指示する

④ すべての会社提案議案 
について「賛成」する

※	QRコード®は、株式会社
デンソーウェーブの	
登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、	
同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく	
必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト	https://www.web54.net	へ
直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「議決権
行使コード」をご入力
ください。

同封の議決権行使書
用紙に記載の「パス
ワード」をご入力くだ	
さい。

②ログインする

③パスワードを入力する

https://www.web54.net

 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使コード

パスワード

クリック
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし
書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子
提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更するものでありま
す。
（1）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨

を定款に定めることが義務付けられたことから、変更案第17条（株主
総会参考書類等の電子提供措置）第1項を新設するものであります。

（2）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事
項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の
範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、
変更案第17条（株主総会参考書類等の電子提供措置）第2項を新設す
るものであります。

（3）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第17条（株
主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要
となるため、これを削除するものであります。

（4）上記の削除される規定の効力に関する事項に関して、附則第2条を新
設するものであります。なお、本条は期日経過後に削除するものとし
ます。
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2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示す。）
現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）

(削 除)

第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類、事業報告、計算書類および連
結計算書類に記載または表示をすべき事項
に係る情報を、法務省令に定めるところに
従いインターネットを利用する方法で開示
することにより、株主に対して提供したも
のとみなすことができる。

(新 設) （株主総会参考書類等の電子提供措置）
第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとるものとする。

２ 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令
で定めるものの全部または一部について、議
決権の基準日までに書面の交付を請求した株
主に対して交付する書面に記載することを要
しないものとする。
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現 行 定 款 変 更 案
附則 附則
（監査役の責任免除に関する経過措置） （監査役の責任免除に関する経過措置）
第１条 （条文省略） 第１条 （現行通り）

(新 設) （株主総会参考書類等の電子提供措置に関する経過措
置）
第２条 2022年９月１日から６か月を経過した日、

もしくは同年９月１日から６か月以内に開
催する最後の株主総会の日から３か月を経
過した日のいずれか遅い日まで、次の定め
を有するものとする。
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類、事業報告、計算書類および連
結計算書類に記載または表示をすべき事項
に係る情報を、法務省令に定めるところに
従いインターネットを利用する方法で開示
することにより、株主に対して提供したも
のとみなすことができる。

２ 本条は、前項で定めるいずれか遅い日をもっ
てこれを削除する。
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第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（5名）は、本総会終結の

時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除
く）5名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会から全ての取締役（監査等委

員である取締役を除く）候補者について適任である旨の意見を得ておりま
す。
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者は、次のとおりでありま

す。

候補者
番 号 候補者氏名 現在の当社における地位 取締役会への

出席状況

１ 再任 青
あお

山
やま

英
ひで

生
お

代表取締役社長 17回／17回
（100％）

２ 再任 葛
か

西
さい

裕
ひろ

之
ゆき 専務取締役管理本部長

兼グループ戦略本部長
16回／17回
（94.1％）

３ 再任 山
やま

吹
ぶき

依
より

生
お 常務取締役調達本部長

兼生産本部長
17回／17回
（100％）

４ 再任 武
たけ

井
い

修
おさむ

取締役 17回／17回
（100％）

５ 新任 鈴
すず

木
き

宏
ひろ

紀
き

執行役員営業本部長 ―
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

1

再任
あお やま ひで お
青 山 英 生

(1964年10月8日生)

1988年 4 月 株式会社東海銀行入行
（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）

1993年 3 月 株式会社青雲クラウン入社
2004年 9 月 同社代表取締役社長（現任）
2010年 8 月 当社社外取締役
2012年 8 月 当社代表取締役副社長
2012年11月 当社代表取締役社長
2013年 8 月 ＳＢＭソリューション株式会社

代表取締役社長
2015年 6 月 当社代表取締役会長
2018年 8 月 株式会社キタブツ中部代表取締役社長

（現任）
2019年 8 月 当社代表取締役会長兼社長

同 ＳＢＭソリューション株式会社
代表取締役会長（現任）

2020年 3 月 株式会社エス・アンド・エス
代表取締役社長（現任）

2020年11月 当社代表取締役社長（現任）
2022年 3 月 株式会社イコリス代表取締役会長

（現任）
重要な兼職の状況
株式会社青雲クラウン代表取締役社長
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長
株式会社キタブツ中部代表取締役社長
株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長
株式会社イコリス代表取締役会長

121,906株

【取締役候補者とした理由】
2012年11月に当社の代表取締役社長に就任し、グループ会社の経営及び事業創造にも携わり豊富な
経験と実績をもとに優れた経営執行能力を有しております。引き続き当社における経営判断の統括を
適切に遂行できると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

2

再任
か さい ひろ ゆき
葛 西 裕 之

(1967年3月14日生)

1991年 4 月 鹿島建設株式会社入社
2005年 7 月 株式会社ラ・プラス企画管理部長

（現アサヒサンクリーン株式会社)
2006年 2 月 同社取締役企画管理部長
2008年 5 月 同社代表取締役社長
2015年 7 月 アサヒサンクリーン株式会社

代表取締役専務
2017年 4 月 同社代表取締役社長
2018年 4 月 サンネットワークリブ株式会社

代表取締役社長
2019年 3 月 東山株式会社

常務執行役員フロンティア事業部長
2020年 6 月 当社執行役員グループ戦略本部長
2020年11月 当社専務取締役グループ戦略本部長
2021年 8 月 当社専務取締役管理本部長

兼グループ戦略本部長（現任）

9,009株

【取締役候補者とした理由】
グループ経営に関する深い知見を有しており、取締役就任後は管理本部長、グループ戦略本部長とし
て当社グループの企業価値向上に貢献しております。引き続き中期経営計画に従い持続的な成長に向
け、職務を適切に遂行できると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

3

再任
やま ぶき より お
山 吹 依 生

(1963年11月19日生)

1986年 4 月 当社入社
1998年 1 月 当社ＥＤＰ室長
2003年 3 月 当社商品管理部長
2009年 8 月 当社執行役員商品管理部長
2013年 9 月 当社執行役員調達本部長
2016年 8 月 当社執行役員調達本部長兼生産本部長
2016年11月 当社取締役調達本部長兼生産本部長
2017年 8 月 株式会社青雲クラウン取締役
2019年11月 当社常務取締役調達本部長兼生産本部長

（現任）

62,945株

【取締役候補者とした理由】
当社の主力商品のリサイクルトナー、物流及び生産管理に関する深い知見を有しており、取締役就任
後は調達本部長、生産本部長として、物流・生産改革に取り組み、当社の企業価値向上に貢献してお
ります。引き続き当社の持続的な成長に向け、職務を適切に遂行できると判断し、取締役候補者とい
たしました。

4

再任
たけ い おさむ
武 井 修
(1959年7月8日生)

1983年 4 月 株式会社中央相互銀行入行
（現株式会社愛知銀行）

1989年 3 月 株式会社青雲クラウン入社
2006年 6 月 同社管理部長
2010年 6 月 同社常務執行役員
2012年 8 月 同社専務取締役（現任）
2012年11月 当社取締役
2017年 7 月 株式会社キタブツ中部代表取締役社長
2020年 8 月 当社取締役管理本部長
2021年 8 月 当社取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社青雲クラウン専務取締役

8,181株

【取締役候補者とした理由】
財務、会計、人事、労務に関する深い知見を有し、またグループ会社の役員を兼務し当社グループの
企業価値向上に貢献しております。引き続き当社の持続的な成長に向け、職務を適切に遂行できると
判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

5

新任
すず き ひろ き
鈴 木 宏 紀

(1978年9月27日生)

2001年 4 月 株式会社中京医薬品 入社
2002年 9 月 当社入社
2016年 8 月 当社大阪支店長
2020年 8 月 当社営業副本部長
2022年 8 月 当社執行役員営業本部長（現任）

―株

【取締役候補者とした理由】
営業経験をもとに優れたマーケティング能力を有しており、各種営業施策を実行し、当社の企業価値
向上に貢献しております。当社の持続的な成長に向け、職務を適切に遂行できると判断し、新たに取
締役候補者といたしました。

（注）1．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．重要な兼職の状況に記載の株式会社青雲クラウン、ＳＢＭソリューション株式会社及び株式会社イコ
リスは、当社の完全子会社であり、株式会社キタブツ中部及び株式会社エス・アンド・エスは当社の
孫会社であります。

3．当社は、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、青山英生、葛西裕之、山吹依生、武井修の各氏
との間で同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令に定める範囲内において当社が負担する補償契
約を締結しており、各氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。
また、鈴木宏紀氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であり
ます。

4．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者である当社の役員が業務遂行に起因して損害賠償請求を受けた場合における争訟費用と損害
賠償金について、被保険者が負担することとなる損害を当該保険契約により填補することとしており
ます。本議案が原案どおり承認可決され各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険
者となり、任期途中に同内容で当該保険契約の更新を予定しております。
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第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満

了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするもので
あります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 候補者氏名 現在の当社における地位 取締役会への

出席状況
監査等委員会への
出席状況

１ 再任 赤
あか
羽
はね

聡
さとし

取締役常勤監査等委員 17回／17回
（100％）

14回／14回
（100％）

２ 再任 社外 独立 鈴
すず
木
き
智
とも
洋
ひろ

取締役監査等委員 17回／17回
（100％）

14回／14回
（100％）

３ 新任 社外 独立 大
おお
庭
ば
崇
たか
彦
ひこ

― ― ―
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

1

再任
あか はね さとし
赤 羽 聡

(1959年10月23日生)

1987年 5 月 信幸商会株式会社入社
1991年 9 月 当社入社
2005年 5 月 当社執行役員経営企画部長
2009年 5 月 当社執行役員サプライ事業部長
2009年 8 月 当社取締役サプライ事業部長
2011年 2 月 当社取締役経営企画部長
2015年 8 月 当社取締役管理本部長
2016年11月 当社取締役常勤監査等委員（現任）

23,100株

【取締役候補者とした理由】
当社の各本部を歴任し、製造、法務、リスク管理に関する深い知見を有し、当社の企業価値向上に貢
献しております。引き続き当社の持続的な成長に向け、職務を適切に遂行できると判断し、監査等委
員である取締役候補者といたしました。

2

再任 社外 独立
すず き とも ひろ
鈴 木 智 洋

(1976年5月19日生)

2006年10月 弁護士登録（愛知県弁護士会）
同 後藤武夫法律事務所入所

2013年 1 月 後藤・鈴木法律事務所パートナー就任
（現任）

2013年10月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任
2014年 3 月 当社社外監査役
2015年 6 月 岐阜大学客員准教授（現任）
2016年11月 当社取締役監査等委員（現任）
2018年 4 月 愛知大学大学院准教授（現任）
重要な兼職の状況
後藤・鈴木法律事務所パートナー

2,900株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
引き続き弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、当社のコンプライアンス体制
の充実に資することを期待して、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

3

新任 社外 独立
おお ば たか ひこ
大 庭 崇 彦

(1981年4月30日生)

2006年12月 有限責任監査法人トーマツ 入所
2010年 7 月 公認会計士登録
2011年 5 月 大庭崇彦 公認会計士事務所設立（現任）
2011年 7 月 税理士登録
2011年10月 株式会社Bridge 創業 代表取締役COO

（現ブリッジコンサルティンググループ株
式会社)

2018年 6 月 ＡｕＢ株式会社社外監査役（現任）
2020年 9 月 株式会社テクノスピーチ社外監査役（現任）
2021年 1 月 株式会社テトラワークス 創業

代表取締役（現任）
2021年 3 月 コロンビア・ワークス株式会社社外監査役

（現社外取締役（監査等委員））（現任）
2021年 3 月 南富士有限責任監査法人グループ設立

理事長（現任）
2021年 4 月 ユニファースト株式会社社外監査役（現任）
2021年11月 株式会社ＴＯＷＩＮＧ社外監査役（現任）
2022年 1 月 株式会社ユナイテッド・フロント・パート

ナーズ社外取締役（監査等委員）（現任）
2022年 3 月 株式会社エービーシースタイル

社外監査役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社テトラワークス 代表取締役
南富士有限責任監査法人 理事長

―株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
税理士及び公認会計士としての専門知識及びIT・DXに関する知見を有しており、当社の企業価値向上に
資することを期待して、新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
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（注）1．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．鈴木智洋氏は、監査等委員である社外取締役であり、監査等委員である社外取締役としての在任期間
は、本総会終結の時をもって6年となります。

3．当社は、監査等委員が期待される役割を十分に発揮できるよう、鈴木智洋氏との間で、会社法第427
条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結してお
ります。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、240万円又は法令が定める額のいずれ
か高い金額であります。鈴木智洋氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定で
あります。大庭崇彦氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定で
あります。

4．当社は、候補者の独立性が保たれており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、本議
案が承認可決されることを条件に、鈴木智洋及び大庭崇彦の両氏を当社が株式を上場している東京証
券取引所及び名古屋証券取引所の規則に定める独立役員として両取引所に届け出ております。
なお、鈴木智洋氏がパートナーを務める後藤・鈴木法律事務所の所長後藤武夫氏と顧問弁護士契約
を締結し弁護士報酬等の支払いがありますが、些少であること、また、取引の規模、性質に照らして
も、独立性が保たれていると判断しております。

5．当社は、会社法第430条の2第1項の規定に基づき、赤羽聡、鈴木智洋の各氏との間で同項第1号の費
用及び同項第2号の損失を法令に定める範囲内において当社が負担する補償契約を締結しております。
各氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。大庭崇彦氏の選任が
承認された場合には、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。

6．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者である当社の役員が業務遂行に起因して損害賠償請求を受けた場合における争訟費用と損害
賠償金について、被保険者が負担することとなる損害を当該保険契約により填補することとしており
ます。本議案が原案どおり承認可決され各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険
者となり、任期途中に同内容で当該保険契約の更新を予定しております。
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（ご参考）
取締役（監査等委員である取締役を含む。）が有する知見、専門性、経験（スキルマトリックス）は、以下の
とおりであります。

氏名 属性 役職 企業
経営

製造
品質管理

営業
マーケティング

財務会計
M&A

IT
DX

人事労務
人材開発

法 務
リスク
管 理

取締役

青山 英生 指名報酬委員会 代表取締役社長 〇 〇 〇

葛西 裕之 管 理 本 部 長
兼グループ戦略本部長 〇 〇 〇

山吹 依生 調 達 本 部 長
兼生産本部長 〇 〇

武井 修 〇 〇 〇

鈴木 宏紀 営 業 本 部 長 〇 〇

監査等委員

赤羽 聡 常勤監査等委員 〇 〇 〇

鈴木 智洋
指名報酬委員会
独立 社外 〇 〇

大庭 崇彦
指名報酬委員会
独立 社外 〇 〇 〇

※各氏が有す知見、専門性、経験のうち主なものを最大３項目を示しております。
※「IT・DX」領域については、外部専門家とも連携し、職務執行が十分機能する体制を構築しております。
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第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する役員賞与支給の件
当期の業績等を総合的に勘案して、当期末時点の取締役（監査等委員であ

る取締役を除く）5名に対して、役員賞与総額7,800千円を支給することと
いたしたいと存じます。取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する
賞与支給については、事業報告「4.会社役員に関する事項（5）①役員報酬
等の内容の決定に関する基本方針」に基づき、指名・報酬委員会の答申を経
て取締役会で決定しており、相当であると判断しております。なお、各取締
役（監査等委員である取締役を除く）に対する金額は、取締役会にご一任願
いたいと存じます。
また、本議案につきましては、監査等委員会から役員賞与支給額は相当で

ある旨の意見を得ております。

以 上
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添付書類

事 業 報 告
（2021

2022
年
年
8
8
月
月
21
20
日から
日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、経済社会活動の正常化が進む中で持ち直しの動き
がみられるものの、依然として新型コロナウイルス感染症や世界的な物価高騰による影響が
懸念され、先行き不透明な事業環境が続いております。
このような環境の中、当社グループはビジョンである「Change the office mirai」の実

現と中長期の成長を目指して策定した中期経営計画「Growth Plan」の2024年8月期まで
の計画を達成すべく、サプライ事業を基盤事業、ITソリューション事業を成長事業と位置づ
け、グループ会社を挙げて重点施策を推進してまいりました。
サプライ事業においては、環境衛生商品が順調に推移し利益貢献したほか、すみやかな価

格改定に努めました。また、ITソリューション事業においては、機器の設定やサポートなど
付加価値の高いサービスを含む案件を獲得し、利益に貢献しました。
一方、2022年3月31日に実施した資本提携に伴う一時的なM&A関連費用により利益が減

少しました。
これらの結果、当連結会計年度の経常利益において過去最高益を達成し、売上高は

17,198,918千円(前連結会計年度17,285,817千円)、営業利益は404,110千円(前連結会計
年度448,766千円)、経常利益は502,065千円(前連結会計年度479,802千円)、親会社株主
に帰属する当期純利益は315,335千円(前連結会計年度333,019千円)となりました。

セグメント別の業績は次の通りであります。当連結会計年度の期首よりセグメントを変更
しております。
なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分により作成することが

実務上困難であるため、前連結会計年度比情報を記載しておりません。

(サプライ事業)
リサイクル商品における原材料の高騰は継続して影響があるものの、工場の生産性向上や
価格改定に取り組みました。また、新型コロナウイルス感染症の再拡大による需要の増加
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や、ビジネスシーンで定着した環境衛生商品が順調に推移し利益に貢献しました。また、仕
入商品におけるメーカー各社の価格改定の動きに対し、グループの調達力を活かして在庫を
確保し駆け込み需要に対応するとともに、すみやかな販売価格改定を行うことで、利益改善
に努めました。
これらの結果、売上高は14,298,861千円、セグメント利益は831,034千円となりまし

た。
(ITソリューション事業)
半導体不足の影響による、IT関連商品の供給制約に一部解消がみられ、複合機をはじめと
したIT関連商品の提供が進んだことに加え、業務の効率化に対応するサービスや、IT機器や
ネットワークの設置、設定作業、サポートなど付加価値の高いサービスに注力したことが利
益に貢献しました。
これらの結果、売上高は2,900,056千円、セグメント利益は99,804千円となりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度中において、駒ヶ根工場システム改修等により、総額39百万円の設備投

資を実施しております。
（3）資金調達の状況

該当事項はありません。
（4）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。
（5）他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。
（6）吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。
（7）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は、2022年3月31日付で、株式会社イコリスの全株式を取得しております。
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（8）対処すべき課題
新型コロナウイルス感染症の拡大に対し、各種政策やワクチン接種の促進により経済環境
は、持ち直しの動きもみられるものの、未だ収束がみえない状況であることから、当社グル
ープの企業活動及び需給動向が影響を受ける可能性があると認識しております。
また、多様化する働き方、働く環境や、持続可能な開発目標（SDGs）への関心の高まり
により、顧客の価値観も大きく変化しております。

この変化に対応し、成長につなげるため、当社グループは、2021年10月「Change the
office mirai」を長期ビジョンと定めるとともに、2024年8月期までの3か年の中期経営計
画として「Growth Plan」を策定し発表いたしました。
中期経営計画の基本方針として、「成長軌道への転換」、「ビジネスの立体化」、「ストック

ビジネスの進化」の３つを掲げ、グループ一丸となって、基盤事業であるリサイクルトナー
や文具事務用品、環境・衛生商品などのサプライ事業を堅守し、成長事業である顧客のDX
推進を支援するITソリューション事業の拡大を継続し取り組んでまいります。
また、当社グループの事業価値でもあるサステナビリティへの取り組みを、サステナビリ
ティ基本方針として「事業活動と経営戦略の中心にSDGsの理念を据えて持続可能な社会の
実現に貢献してまいります」と定め、重要課題（マテリアリティ）を「環境貢献」「DX」
「人材育成・ダイバーシティ」「経営基盤強化」と特定しました。

今後も当社グループは、経営環境の変化に迅速に対応しつつ、企業価値向上に邁進すると
ともに、経営資源の最適な配分を行い、コーポレートガバナンスの強化と持続可能な社会の
実現に取り組んでまいります。
株主の皆様におかれましては、何卒格別のご理解を賜り、今後とも一層のご支援、ご鞭撻

を賜りますようお願い申しあげます。

2022年10月05日 08時29分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 23 ―

（9）財産及び損益の状況の推移
期 別

区 分
第48期

（2019年8月期）
第49期

（2020年8月期）
第50期

（2021年8月期）
第51期

（当連結会計年度）
（2022年8月期）

売 上 高（千円） 16,699,053 16,658,304 17,285,817 17,198,918
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益（千円） 216,237 233,564 333,019 315,335

１株当たり当期純利益 （円） 37.78 42.06 62.04 58.54

総 資 産（千円） 7,952,753 8,447,769 8,446,516 8,378,262

純 資 産（千円） 3,068,831 3,124,759 3,405,203 3,618,528
（注）1．1株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

2．会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、2020年2月26日付で自己株式355,000株
を取得しております。

3．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当連結会計年度の期首
から適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値と
なっております。

（10）重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
（千円）

当社の出資比率
（％） 主 な 事 業 内 容

株 式 会 社 青 雲 ク ラ ウ ン 100,000 100.00 文具事務用品、オフィス家具、OA機
器の販売

ＳＢＭソリューション株式会社 10,000 100.00 複合機の販売保守、ネットワークセキ
ュリティ業務

株 式 会 社 キ タ ブ ツ 中 部 40,000 間接所有
100.00 ロジスティック事業及び倉庫業

株式会社エス・アンド・エス 10,000 間接所有
100.00

複合機の販売保守、ネットワークセキ
ュリティ業務

株 式 会 社 イ コ リ ス 10,000 100.00
ネットビジネスのアルゴリズム解析、
デジタルマーケティング、EC事業、
EC運営支援

（注）1．当社の重要な連結対象会社は、上記の5社であります。
2．当連結会計年度の業績につきましては、「（1）事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。
3．株式会社キタブツ中部及び株式会社エス・アンド・エスは、株式会社青雲クラウンを通じての間接所
有となっております。
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（11）主要な事業内容（2022年8月20日現在）
当社グループは、当社及び連結対象会社（株式会社青雲クラウン、ＳＢＭソリューション
株式会社、株式会社キタブツ中部、株式会社エス・アンド・エス、株式会社イコリス）で構
成され、「Change the office mirai」をビジョンに掲げ、お客様の働く環境を変えること
を使命としております。その実現のために新しいビジネスモデルを構築し、リサイクル商品
（リパックトナー等）、OAサプライ商品（トナーカートリッジ等）、文具事務用品、ITソリュ
ーション商品（ドキュメント、PC環境等）のオフィス関連商品の生産、仕入、物流、販売
を主な事業としております。
主要な取扱品目は次のとおりであります。

①当社
事業者向けに、以下の商品群の販売を行っております。

（リサイクル商品）
・リパックトナー トナーカートリッジのリユースリサイクル
・リパックリボン インクリボンのリユースリサイクル
・リパックインク インクカートリッジのリユースリサイクル
・リパックジェル ジェルジェットプリンター専用のリユースリサイクル
上記商品については、お客様からお預かりした使用済みのトナーカートリッジ等を、単品再生履歴管理

のもとにリユースリサイクル(再生加工)し、元のお客様にお届けする当社独自の「リパックシステム」を採
用しております。なお、リサイクル商品で即納を希望されるお客様に対しましては、作り置き在庫から出荷
するプールタイプで対応しております。

（OAサプライ商品） OA機器やオフィスで使用する消耗品
・トナーカートリッジ レーザープリンター、マルチファンクションプリンター、

普通紙FAX等印字用消耗品
・インクリボン ドットプリンター及びサーマルプリンター印字用消耗品
・インクカートリッジ インクジェットプリンター印字用消耗品
・OA汎用紙 OA汎用紙、再生PPC用紙、カラーPPC用紙
・環境、衛生商品 消臭除菌液、空気清浄機、アクリルパネル、

サーマルカメラ、フェイスシールド
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（ITソリューション商品） PC、ソフトウエアを含むDX推進を支援する商品
・ドキュメント 複合機、電子文書管理、OCR
・PC環境 PC、モバイルPC、WEB会議、

デジタルホワイトボード
・ネットワーク 通信回線、ルータ、UTM、ネットワークカメラ

（その他）
「ケイティケイ はっするネット」に関係する文具・事務用品、製図用紙等上記の品目に
含まれないオフィス関連商品等

②株式会社青雲クラウン
文具事務用品、オフィス家具、OA機器の販売並びに「オフィス購買システム」の提案、

販売を行っております。

③ＳＢＭソリューション株式会社
複合機の販売保守、ネットワークセキュリティに係る業務を行っております。

④株式会社キタブツ中部
ロジスティック事業及び倉庫業を行っております。

⑤株式会社エス・アンド・エス
複合機の販売保守、ネットワークセキュリティに係る業務を行っております。

⑥株式会社イコリス
ネットビジネスのアルゴリズム解析、デジタルマーケティング、EC事業、EC運営支援
に係る業務を行っております。
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（12）主要な営業所及び工場（2022年8月20日現在）
① 当社

本 社 名古屋市東区泉二丁目3番3号
名古屋支店 名古屋市東区泉二丁目3番3号
東 京 支 店 東京都千代田区内神田一丁目4番10号 ATS大手町ビル8階
大 阪 支 店 大阪市中央区南船場一丁目13番14号 南船場スクエアビル4階
営 業 所 札幌営業所（札幌市中央区） 青森営業所（青森市長島）

仙台営業所（仙台市太白区） 千葉営業所（千葉市中央区）
埼玉営業所（さいたま市南区） 横浜営業所（横浜市西区）
静岡営業所 (静岡市駿河区) 浜松営業所（浜松市中区）
松本営業所（松本市白板) 富山営業所（射水市流通センター）
岡崎営業所（岡崎市明大寺本町) 岐阜営業所（岐阜市江添）
三重営業所（四日市市鵜の森） 京都営業所（京都市下京区）
広島営業所（広島市西区） 松山営業所（松山市小栗）
福岡営業所（福岡市博多区）

配 送 所 小牧物流センター（小牧市大字上末） 駒ヶ根物流センター（駒ヶ根市下平）
工 場 春日井工場（春日井市惣中町） 駒ヶ根工場（駒ヶ根市下平）
（注） 東京支店は、2022年8月1日付で上記住所に移転しております。

② 連結対象会社
イ．株式会社青雲クラウン
本社・名東本部 名古屋市名東区社台三丁目241番地
長 野 支 店 長野市篠ノ井御幣川西側459番地6
営 業 所 岐阜営業所（羽島郡岐南町） 三重営業所（津市半田池町）

豊橋営業所（豊橋市多米西町）

ロ．ＳＢＭソリューション株式会社
本 社 名古屋市中川区八熊一丁目10番16号
営 業 所 岐阜営業所（羽島郡岐南町）

ハ．株式会社キタブツ中部
本 社 小牧市大字上末2488番地9
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二．株式会社エス・アンド・エス
本 社 瀬戸市共栄通四丁目37番地

ホ．株式会社イコリス
本 社 名古屋市中村区名駅二丁目38番2号

（13）従業員の状況（2022年8月20日現在）
① 当社グループの従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減数
303名 4名増

（注） 従業員数は、就業人員であり、嘱託社員・派遣社員・パートタイマーの期中平均雇用人数146名は含ん
でおりません。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前期末比増減数 平 均 年 齢 平均勤続年数

183名 1名増 39.8才 11.4年
（注） 従業員数は、就業人員であり、嘱託社員・派遣社員・パートタイマーの期中平均雇用人数72名は含んで

おりません。

（14）主要な借入先（2022年8月20日現在）
借 入 先 借 入 残 高（千円）

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 352,816
株 式 会 社 中 京 銀 行 350,000
株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 80,000

（15）その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項（2022年8月20日現在）
（1）発行可能株式総数 12,000,000株
（2）発行済株式の総数 5,725,000株（自己株式 328,771株を含む）
（3）株主数 2,462名
（4）大株主（上位10位）

株 主 名 持 株 数（株） 持 株 比 率（％）

青 雲 堂 株 式 会 社 1,300,000 24.09

名 古 屋中小企業投資育成株式会社 399,000 7.39

川 島 和 之 230,000 4.26

青 山 知 広 170,000 3.15

青 山 深 雪 130,000 2.41

青 山 英 生 121,906 2.26

村 木 文 恵 108,000 2.00

厚 東 和 寿 100,000 1.85

い ず も 産 業 株 式 会 社 86,500 1.60

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 80,000 1.48

青 山 智 子 80,000 1.48

橋 本 佳 世 80,000 1.48

（注）1．当社は、自己株式328,771株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

（5）当事業年度中の職務執行の対価として当社取締役に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。

区 分 株式の種類及び数 交付対象者数

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く） 当社普通株式 29,115株 5名
（注）1．監査等委員である取締役及び社外取締役に上記株式報酬を付与していません。

2．当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「4.会社役員に関する事項（5）①役員報酬等の内
容の決定に関する基本方針」に記載しております。

3．当社は、2021年11月12日開催の第50期定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導
入しております。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項（2022年8月20日現在）
（1）取締役の氏名等

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 青 山 英 生

株式会社青雲クラウン代表取締役社長
ＳＢＭソリューション株式会社代表取締役会長
株式会社キタブツ中部代表取締役社長
株式会社エス・アンド・エス代表取締役社長
株式会社イコリス代表取締役会長

専 務 取 締 役 葛 西 裕 之 管理本部長兼グループ戦略本部長

常 務 取 締 役 山 吹 依 生 調達本部長兼生産本部長

取 締 役 武 田 和 重 営業本部長

取 締 役 武 井 修 株式会社青雲クラウン専務取締役

取締役（常勤監査等委員） 赤 羽 聡

取締役（監査等委員） 脇之薗 修

取締役（監査等委員） 鈴 木 智 洋 後藤・鈴木法律事務所パートナー

（注）1．重要な会議への出席、内部監査担当との綿密な連携を図ることにより、監査等委員会による監査の実
効性を高めるため、赤羽聡氏を常勤の監査等委員に選定しております。

2．取締役のうち脇之薗修及び鈴木智洋の両氏は、社外取締役であります。
3．取締役のうち脇之薗修及び鈴木智洋の両氏は、当社が株式を上場している東京証券取引所及び名古屋
証券取引所の規則に定める独立役員として両取引所に届け出ております。

4．当事業年度中に以下の取締役の地位、担当の異動がありました。
氏 名 変 更 後 変 更 前 異 動 年 月 日

葛 西 裕 之 管理本部長
兼グループ戦略本部長 グループ戦略本部長 2021年8月21日

武 井 修 － 管理本部長 2021年8月21日
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役脇之薗修及び鈴木智洋の両氏との間で会社法第427条第1項及び当社
定款第29条の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約
を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、240万円又は法令が定め
る額のいずれか高い金額であります。

（3）補償契約の内容の概要等
当社は、すべての取締役（監査等委員である取締役を含む）との間で、会社法第430条の

2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令に定める範囲内にお
いて当社が負担する補償契約を締結しております。ただし、当該補償契約によって会社役員
の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令の規定に違反した場合には補償
の対象としないこととしております。

（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、被保険者である当社及び子会社の役員が業務遂行に起因して損害賠償請求を受け
た場合における争訟費用と損害賠償金について、被保険者が負担することとなる損害を当該
保険契約により填補することとしております。ただし、会社役員の職務の執行の適正性が損
なわれないようにするため、法令の規定に違反した場合には補償の対象としないこととして
おります。また、保険料は全額会社が負担しております。
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（5）取締役の報酬等の額
① 役員報酬等の内容の決定に関する基本方針
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決
定方針を決議しており、その内容は次のとおりです。
ⅰ 基本方針

当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十
分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の内容の
決定に際しては、各職責に見合った適正な水準とすることを基本方針とする。なお、
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）の報酬等は、固定報酬、業
績連動報酬（賞与及び譲渡制限付株式報酬）、監査等委員である取締役及び社外取締
役の報酬等は、固定報酬のみにより構成し、毎期の持続的な業績向上に加えて中長期
的な成長を動機づける設計とする。

ⅱ 固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期
または条件の決定に関する方針を含む。)
社内内規に基づき、役付ごとに月額報酬の上限を定め、この上限内で当社の業績、

経済情勢及び在任期間等を考慮して、指名・報酬委員会の審議を踏まえて取締役会に
おいて個人別の報酬等の額を決定する。また、監査等委員である取締役の個人別の報
酬等の額については、社内内規に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定
する。

ⅲ 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）の業績連動報酬の内容及
び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関す
る方針を含む。)

＜賞与＞
月額報酬の1ヶ月程度を目安に当社の業績を総合的に勘案して総額を決定し、株主
総会の承認を経た後一定の時期に支給する。個人別の報酬等の額については、各役員
の役割、貢献度、従業員の支給月数等を総合的に判断し、指名・報酬委員会の審議を
踏まえて取締役会において決定する。
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＜譲渡制限付株式報酬＞
対象取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役）に対して当社

より支給される金銭報酬債権の一部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式
の発行又は処分を受ける類型の「事前交付型リストリクテッド・ストック」とする。
対象取締役が株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、付与される当社株式
に対して譲渡制限期間を設定する。交付する株式数は、次の定める方法により算定す
る。
交付株式数＝交付基準額（月額報酬×役位倍率）÷株価
※株価 発行又は処分される当社の普通株式の１株当たりの払込金額は、発行又は
処分に係る取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の
終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎
として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定する。

ⅳ 固定報酬の額又は業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の
決定に関する方針

固定報酬及び業績連動報酬の構成比率は、上記ⅰの基本方針に則り短期業績ではな
く、中長期的な成長を動機づけるため固定報酬に比重を置き、概ね固定報酬：業績連
動報酬（賞与）：業績連動報酬（譲渡制限付株式報酬）＝80％：10％：10％とする。
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② 当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(人)固定報酬 業績連動

報酬等 退職慰労金 非金銭報酬
等

取締役（監査等委員である取締役を除く）
(うち社外取締役)

98,904
（―）

79,000
（―）

7,800
（―）

3,086
（―）

9,018
（―）

5
（―）

取締役（監査等委員）
(うち社外取締役)

18,360
（8,160）

17,820
（7,920）

―
（―）

540
（240）

―
（―）

3
（2）

（注）1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額は、2016年11月11日開催の第45期定時株主
総会決議により、月額25,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役（監
査等委員である取締役を除く）の員数は、4名となります。また、2021年11月12日開催の第50期定
時株主総会決議により、別枠で譲渡制限付株式の付与のため金銭報酬の総額として、年額30,000千
円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の
員数は、5名となります。

2. 監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年11月11日開催の第45期定時株主総会決議により、
月額3,500千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数
は、3名（うち社外取締役2名）となります。

3．退職慰労金は、当事業年度に費用計上した役員退職慰労引当金繰入額となります。
4．非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した金額となります。
5．上記以外に、2021年11月12日開催の第50期定時株主総会において、「役員退職慰労金制度廃止に伴
う役員退職慰労金打ち切り支給の件」が承認可決され、今後実際の退任日に支給されます。その支給
予定額は、取締役（監査等委員である取締役を除く）5名で49,030千円、監査等委員である取締役3
名15,355千円（うち社外取締役2名5,573千円）となります。なお、当該金額には、当事業年度及び
過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。

③ 当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容が
当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
指名・報酬委員会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬
等の内容と役員報酬等の内容の決定に関する基本方針の整合性等を確認し、取締役会に
答申しており、取締役会もその答申を尊重し、取締役（監査等委員である取締役を除
く）の個人別の報酬等の内容が基本方針に沿うものであると判断しております。
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④ 業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等の額の算定方法は、月額報酬の1ヶ月程度を目安に当社の業績、各役員
の役割、貢献度、従業員の支給月数等を総合的に判断し、指名・報酬委員会において検
討し取締役会に答申し、取締役会において決定しております。

（6）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
当社は、社外取締役（監査等委員）鈴木智洋氏がパートナーである後藤・鈴木法律事務
所の所長後藤武夫氏と顧問弁護士契約を締結しております。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
（監査等委員） 脇之薗 修

当事業年度開催の取締役会17回中16回に出席し、また、監査等委員
会14回中13回に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保する助言・提言を行っております。また、当社の任意の諮問機関で
ある指名・報酬委員会の委員として、当社の経営の透明性、公正性の
確保のため重要な役割を果たしております。

社外取締役
（監査等委員） 鈴 木 智 洋

当事業年度開催の取締役会17回全てに出席し、また、監査等委員会
14回全てに出席し、弁護士としての専門的見地から、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保する助言・提言を行っております。ま
た、当社の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、必
要な発言を行い重要な役割を果たしております。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

五十鈴監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の監査証明業務に基づく報酬 20,000千円

当事業年度に係る会計監査人の非監査業務に基づく報酬 ―千円

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20,000千円

（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引
法上の監査に対する報酬等の額を区別しておらず、実質的にも区分できないことから、上記報酬等
の額はこれらの合計額を記載しております。

2．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を参考に、
会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、こ
れらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬の額につき、会社法第399条第1項の同
意を行っております。

（3）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務を委託してお

りません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる

場合には、監査等委員会の決議に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性等総合的に判断

し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監
査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
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6. 会社の体制及び方針
（1）株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につ
いては特に定めておりません。
しかしながら、かかる基本方針の策定は、当社のみならず株主や当社の取引先や従業員等
当社の利害関係者においても重要な事項であるため、必要性、合理性を踏まえ今後も検討を
継続してまいります。

（2）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、①株主に対する利益還元、②経営基盤の強化と積極的な事業展開に備えるための
内部留保の確保、③当社従業員に対する還元の３つを基本方針としております。このような
方針に基づき、配当につきましては、内部留保を確保しつつ、業績に応じた配当を行うこと
としております。
内部留保資金につきましては、企業価値の増大を図ることを目的として、中長期的な事業
拡大のため、システム開発等に戦略的に投資し、長期的な競争力の向上と財務体質の強化を
目指してまいります。
また、自己株式の活用についても、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を

可能とするために財務状況を勘案しながら検討してまいります。
この方針に基づき、当期の期末配当金（年間配当）につきましては、１株につき14円と
させていただきました。なお、2023年8月期から株主の皆様への利益還元の機会の一層の
充実を図るため、取締役会の決議によって中間配当基準日を設定いたします。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2022年8月20日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産 5,424,497 流 動 負 債 4,301,618
現 金 及 び 預 金 2,222,865 支払手形及び買掛金 1,411,387
受取手形及び売掛金 2,453,828 電 子 記 録 債 務 1,234,089
商 品 及 び 製 品 541,751 短 期 借 入 金 1,060,850
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 123,260 未 払 法 人 税 等 101,990
そ の 他 83,872 賞 与 引 当 金 92,895
貸 倒 引 当 金 △1,079 役 員 賞 与 引 当 金 24,670

そ の 他 375,735
固 定 資 産 2,953,765 固 定 負 債 458,115
有 形 固 定 資 産 1,636,971 長 期 借 入 金 76,730
建 物 及 び 構 築 物 371,231 繰 延 税 金 負 債 35,569
機械装置及び運搬具 54,655 役員退職慰労引当金 17,860
土 地 1,150,441 退職給付に係る負債 130,378
そ の 他 60,643 資 産 除 去 債 務 1,857
無 形 固 定 資 産 321,957 そ の 他 195,718
の れ ん 287,894 負 債 合 計 4,759,734
ソ フ ト ウ エ ア 27,793 （ 純 資 産 の 部 ）
そ の 他 6,270 株 主 資 本 3,525,369
投資その他の資産 994,836 資 本 金 294,675
投 資 有 価 証 券 460,926 資 本 剰 余 金 664,649
退職給付に係る資産 212,373 利 益 剰 余 金 2,687,277
繰 延 税 金 資 産 9,479 自 己 株 式 △121,231
保 険 積 立 金 110,270 その他の包括利益累計額 93,158
そ の 他 202,153 その他有価証券評価差額金 93,158
貸 倒 引 当 金 △366 純 資 産 合 計 3,618,528
資 産 合 計 8,378,262 負 債 純 資 産 合 計 8,378,262
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連 結 損 益 計 算 書
（2021

2022
年
年
８
８
月
月
21
20
日から
日まで） （単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 17,198,918
売 上 原 価 13,466,960
売 上 総 利 益 3,731,957
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,327,847
営 業 利 益 404,110
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 15,978
仕 入 割 引 39,054
受 取 家 賃 44,227
そ の 他 14,161 113,422

営 業 外 費 用
支 払 利 息 5,521
不 動 産 管 理 費 9,217
そ の 他 727 15,467

経 常 利 益 502,065
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,191 1,191

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 0 0

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 503,257
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 178,265
法 人 税 等 調 整 額 9,656 187,922

当 期 純 利 益 315,335
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 315,335

2022年10月05日 08時29分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 39 ―

貸 借 対 照 表
（2022年８月20日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産 2,604,247 流 動 負 債 2,244,148
現 金 及 び 預 金 1,028,668 支 払 手 形 1,569
受 取 手 形 146,605 電 子 記 録 債 務 235,529
売 掛 金 1,172,770 買 掛 金 713,230
商 品 及 び 製 品 127,595 短 期 借 入 金 939,992
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 115,802 未 払 金 68,885
前 払 費 用 8,716 未 払 費 用 97,922
そ の 他 4,352 未 払 法 人 税 等 65,026
貸 倒 引 当 金 △264 預 り 金 6,887

固 定 資 産 2,668,931 賞 与 引 当 金 83,510
有 形 固 定 資 産 1,069,033 役 員 賞 与 引 当 金 7,800
建 物 251,211 そ の 他 23,794
構 築 物 15,468 固 定 負 債 161,243
機 械 及 び 装 置 29,610 長 期 借 入 金 35,026
車 両 運 搬 具 0 繰 延 税 金 負 債 35,678
工 具、器具及び備品 24,002 長 期 未 払 金 64,386
土 地 748,740 資 産 除 去 債 務 1,857
無 形 固 定 資 産 27,000 長 期 預 り 保 証 金 24,295
ソ フ ト ウ エ ア 20,868 負 債 合 計 2,405,391
そ の 他 6,132 （ 純 資 産 の 部 ）
投 資 そ の 他 の 資 産 1,572,897 株 主 資 本 2,825,840
投 資 有 価 証 券 131,204 資 本 金 294,675
関 係 会 社 株 式 988,380 資 本 剰 余 金 664,649
出 資 金 40 資 本 準 備 金 505,325
従 業 員 貸 付 金 1,006 そ の 他 資 本 剰 余 金 159,324
関係会社長期貸付金 80,000 利 益 剰 余 金 1,987,345
破 産 更 生 債 権 等 93 利 益 準 備 金 40,543
長 期 前 払 費 用 26,456 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,946,801
保 険 積 立 金 102,290 別 途 積 立 金 1,000,000
差 入 保 証 金 29,969 繰 越 利 益 剰 余 金 946,801
前 払 年 金 費 用 212,373 自 己 株 式 △120,828
そ の 他 1,192 評 価 ・ 換 算 差 額 等 41,946
貸 倒 引 当 金 △109 その他有価証券評価差額金 41,946

純 資 産 合 計 2,867,787
資 産 合 計 5,273,178 負 債 純 資 産 合 計 5,273,178
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損 益 計 算 書
（2021

2022
年
年
８
８
月
月
21
20
日から
日まで） （単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 8,242,560
売 上 原 価 6,276,728
売 上 総 利 益 1,965,832
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,676,195
営 業 利 益 289,637
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 30,679
受 取 家 賃 38,102
業 務 受 託 料 15,960
そ の 他 10,375 95,117

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,787
不 動 産 管 理 費 8,524
そ の 他 727 12,039

経 常 利 益 372,715
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,191 1,191

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 0 0

税 引 前 当 期 純 利 益 373,907
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 109,558
法 人 税 等 調 整 額 7,325 116,883

当 期 純 利 益 257,023
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連結計算書類に係る会計監査人 監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年9月27日

ケ イ テ ィ ケ イ 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

五 十 鈴 監 査 法 人
桑名事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 西 野 賢 也
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岩 田 哲 也

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ケイティケイ株式会社の2021年8月21日から2022年8月20日

までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ケイ

ティケイ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意
見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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会計監査人 監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年9月27日

ケ イ テ ィ ケ イ 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

五 十 鈴 監 査 法 人
桑名事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 西 野 賢 也
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 岩 田 哲 也

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ケイティケイ株式会社の2021年8月21日から2022年8

月20日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会 監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2021年8月21日から2022年8月20日までの第51期事業年度における取締役の職
務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の
内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要
な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状
況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

2．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人五十鈴監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人五十鈴監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年9月28日
ケイティケイ株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 赤 羽 聡 ㊞
監査等委員 脇之薗 修 ㊞
監査等委員 鈴 木 智 洋 ㊞

（注）監査等委員脇之薗修及び鈴木智洋は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上
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